
（事業者向け チラシ） 

 
 
 
 
 
●評価制度の仕組み 

鳥取県では、事業者の提供する福祉サービスの内容を、当事者以外の中立的な第三者が評価する「鳥
取県社会福祉・保健サービス評価制度」を始めました。 

評価の受審を通じて、事業者は施設を運営する上での問題点等を把握し、その改善を図るとともに利
用者にその取り組みについてお知らせすることができます。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

評価結果
の公表

認 証  

 

 
評価の受審によって 

①事業運営において、自らでは気づきにくい問題点を発見することができます。 
②利用者やその家族、地域の皆様に、事業所の取り組みについて知っていただく

ことができます。 

施  設  等 

 

 

 
評価機関が事業者に評価結果の公

表について確認した後、ホームペ

ージ上で、公表を行います。 
《公表用ホームページ》 

http://www.wam.go.jp/ 

福祉医療機構ホームページ 
（ワムネット） 

 

 

 
評価機関の認証、評価シス

テムの整備等を行います。 

鳥取県 
（評価推進委員会） 

 

 
施設等の利用者 

評 価 の 実 施 サ ー ビ ス 選 択 し て 利 用 

評 価 結 果 の 閲 覧 

評 価 の 申 込 み 
評価区分は、 
 ①地域密着型サービス外部評価 
 ②福祉サービス第三者評価 

 

 
評価機関に委嘱された評価調査者が訪問調査等

を行います。なお、評価機関及び評価調査者にな

るためには、中立性を確保するため、次の要件が

課せられています。 
 

評 価 機 関 

【評価機関の要件】 
・法人格を有すること 
・福祉・保健サービスを提供していな

いこと。 
・役員の過半数が福祉・保健サービス

提供法人の役員、施設長等でないこ

と。           等 

【評価調査者の要件】 
・受審する施設を経営する法人等の役

員、職員及び利用者でないこと。

・同種の福祉・保健サービスを提供す

る役員、施設長でないこと。 
・受審する施設に寄付又は会計業務委

託などをおこなっていないこと。等

の２区分で評価を行います。

①提供された情報（評価結果）を、ホームページ上で閲覧することができます。 
②事業所が問題点を改善することによって、一層のサービスの向上が期待できま

す。 

●鳥取県の認証している第三者評価機関（平成２３年７月１６日現在） 

評価機関名 所在地 連絡先（電話）
連絡先 

（ファクシミリ） 
ホームページ 

社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会 鳥取市伏野１７２９－５ ０８５７－５９－６３４４ ０８５７－５９－６３４５ http://www.tottori-wel.or.jp 

特定非営利活動法人未来 倉吉市宮川町１８８－９ ０８５８－２２－９７９１ ０８５８－２２－８９９９ http://www.npo-mirai.net 

特定非営利活動法人鳥取社会福祉評価機構 鳥取市良田３９－６ ０８５７－５４－０３２０ ０８５７－５４－０３２２ http://www.tottori-so-hyouka.jp/ 

有限会社保健情報サービス 
米子市西福原２－１－１ 
ＹＮＴ第１０ﾋﾞﾙ１１１号 

０８５９－３７－６１６２ ０８５９－３７－６１６３ http://www18.ocn.ne.jp/~hyoka/ 

特定非営利活動法人いなば社会福祉評価サービス 鳥取市湖山町東２－１６４ ０８５７－２８－９０７７ ０８５７－２８－９０７７ http://www.inaba-hyouka.net/ 

特定非営利活動法人メイアイヘルプユー 東京都品川区西五反田２－３１－９ ０３-３４９４-９０３３ ０３-３４９４-９０３２ http://www12.ocn.ne.jp/~meiai/ 

特定非営利活動法人福祉総合評価機構 東京都新宿区左門町３左門イレブンビル３Ｆ ０３－３３５２－６７３０ ０３－３３５２－０７８８ http://www.fukushi-hyouka.net/ 

 

☆ 詳しくは県評価事業ホームページをご覧ください。http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=82106 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（Ｈ２３．７ 改訂版） 
 

福福福 祉祉祉 サササ ーーー ビビビ ススス 評評評 価価価 ににに 関関関 すすす るるる ＱＱＱ ＆＆＆ ＡＡＡ  

 
Ａ．事業所が、鳥取県の認証した評価機関

の中から自由に選びます。なお、評価

料金は評価機関ごとに定めることとし

ています。詳しくは、表面の連絡先よ

りお問い合わせください。 

Ｑ．評価機関はどのように選ぶのですか？
 
Ａ．福祉サービス第三者評価では受審は任

意とされています。 

Ｑ．評価は毎年実施されるのですか？ 

２

 
Ａ．福祉医療機構ホームページ（ワムネッ

ト）上に、記述形式による全体の総評

と、すべての評価項目の評価結果を公

表することとしています。 

Ｑ．評価結果はどのように公表されますか？

３ 
 
Ａ．自ら福祉・保健サービスを提供していないこと、

役員の過半数が福祉・保健サービスを提供して

いる法人の役員ではないこと等の要件を満たし

た、第三者性が確保された法人が、鳥取県の認

証を受けて、評価機関となることができます。 

Ｑ．評価機関とは、どのような機関ですか？

４

 
Ａ．信頼性の高い評価を行うため、評価調

査者は鳥取県が指定した「評価調査者

養成研修」を修了した方等の中から、

評価機関が委嘱します。また、評価調

査者は、引き続き「評価調査者継続研

修」を受講し、評価の質の向上に努め

ていくこととしています。 

Ｑ．どのような人が評価を行うのですか？

５ 
 
Ａ．適正な評価を行うために、２人以上の評

価者が評価のプロセスに一貫して関わる

ことなどから、ある程度の費用はかかりま

すが、第三者の目から得られた評価結果を

十分に生かして、サービスの改善に活用で

きます。 

Ｑ．評価を実施する効果は何ですか？ 

６

－ もっと詳しく知りたい! － 
県評価事業ホームページをご覧ください。 
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=82106 

Ａ．福祉サービス評価の各サービスに共通する評価項目として、Ⅰ「福祉サービスの基本方針と組織」、Ⅱ

「組織の運営管理」、Ⅲ「適切な福祉サービスの実施」 の３つの評価対象について、全５３項目の細目

が設けられています。また、これに加えて、児童入所施設、障害者・児施設、保育所等については、施

設種別の評価項目が設けられています。なお、平成１９年度以降、これらの施設については、個々の施

設種別の具体的なサービス内容についての評価基準（内容評価基準）も策定されました。 
 
【例：評価細目Ⅱ―４―（１）－①「利用者と地域とのかかわりを大切にしている。」の構成】 

Ｑ．評価項目はどのようなものですか？ 

《評価対象》 
Ⅰ.福祉サービスの基本方針と組織 
Ⅱ.組織の運営管理 
Ⅲ.適切な福祉サービスの実施 

 

《評価分類》 
１経営状況の把握 
２人材の確保・養成 
３安全管理 
４地域との交流と連携 

 

《評価項目》 
（１）地域との関係が適切に

確保されている。 
（２）関係機関との連携が確保

されている。 
（３）地域の福祉向上のための

取り組みを行っている。 

 

《評価細目》全５３項目

①利用者と地域とのかかわり

を大切にしている。  
②事業所が有する機能を地域

に還元している。 
③ボランティア受け入れに対する基本姿勢を

明確にし体制を確立している。 

７ 

■問い合わせ先■ 
鳥取県福祉保健部福祉保健課 

福祉指導支援室 法人施設指導担当 
（所在地）〒６８０－８５７０ 

     鳥取市東町１丁目２２０ 
（電 話）０８５７－２６－７１４０ 
（ＦＡＸ）０８５７－２６－８１１６ 

１ 


